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措置要求の審査の流れ 
 

措置要求の審査の流れを簡単に図解すると次のとおりです。 
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措置要求 

解決取下げ 

打切り（却下） 

判 定 

要求書受付・審査 

交渉の勧奨 

不調 

受 理 

事実調査 

却 下 

あっせん 

不調 

解決等取下げ 

不備補正 

正副２通の要求書を提出してください。（登録職員団体の代表者により団体

的に要求できます。） 

要求書を受け付け、不備等がないかを審査します。 

不備が補正できるものであるときは、申請者に不備の補正を求めます。 

要求の解決の可能性があると判断される場合は、関係当事

者に対して交渉を行うように勧めることがあります。 

（交渉で解決したにもかかわらず取り下げない場合） 

審査の対象にならない場合等に行い、申請者に通知します｡ 

申請者及び所轄庁の長等に通知します。 

関係書類、資料の提出を求めたり、実地調査を行ったりします。

事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあっせん 

することがあります。 

（あっせんで解決したにもかかわらず取り下げない場合） 

要求の実現等事案の審査を継続する必要がなくなった場合 

等に行い、その旨を申請者及び所轄庁の長等に通知します。 

人事院会議で議決し、判定書正本を申請者及び所轄庁の長等に送付します。 


